
注　　　記　

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商　　品　････・・・　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げ

　の方法）

原材料　････・・・　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げ

　の方法）

貯 蔵 品　････・・・　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下

　げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）････・・・定率法（但し、平成１０年４月以降に取得した建物［附属設備を除く］

　については定額法）  

  主な耐用年数は、以下のとおりである。

  建物　１７年～４７年

無形固定資産（リース資産を除く）････・・・定額法

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

　（５年）に基づいている。

リース資産　････　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数

　　　　　　　　　　　　とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっている。

　　　　　　　　　　　　なお、平成２０年３月３１日以前に契約した、リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

　　　　　　　　　　　　れるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

　　　　　　　　　　　　会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

賞与引当金　・・・・従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

  　 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２　追加情報
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用
  当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する
  会計基準」（企業会計基準第２４号　平成２１年１２月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用
  指針」（企業会計基準適用指針第２４号　平成２１年１２月４日）を適用しております。

３　貸借対照表に関する注記

　　（１）有形固定資産の減価償却累計額 39,952千円

　　（２）東郷町に対する金銭債権及び金銭債務

　　短期金銭債権 千円
　　短期金銭債務 千円

４　損益計算書に関する注記

　　東郷町との取引高

　　売   　上  　　高　　　　　　　 千円
　　仕　　 入　　  高 千円

５　株主資本等変動計算書に関する注記

　　（１）当事業年度末の発行済株式の数 

　　普　通　株　式 株

221,795

10,794

200

8,607

278



６　税効果会計に関する注記

（１）　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　繰越欠損金 千円

　賞与引当金 千円

　減価償却費 千円

　小計 千円

評価性引当額 千円

繰延税金資産合計 千円

（２）　法人税率の変更等による繰延税金資産の金額の修正

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成２３年法律

　第１１４号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

　（平成２３年法律第１１７号）が平成２３年１２月２日に公布され、平成２４年４月１日以後に開始する事業年度から法

　人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この税率変更により、繰延税金資産の金

　額は493千円減少し、法人税等調整額は493千円増加しております。

７　リース取引により使用する固定資産に関する注記

リースにより使用している固定資産としては、トレーニング機器、車両及びパーソナルコンピュータ設備がある。

８　金融商品に関する注記

（１）　金融商品の状況に関する事項

　資金運用については、短期的な預金等に限定している。

　売掛金は主として東郷町に対するものであり信用リスクは極めて低い。

（２）　金融商品の時価等に関する事項

　平成２４年３月３１日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

　ある。

（単位：千円）

（※1）負債に計上されているものについては（　　　）で示している。
（※2）リース債務（流動負債）を含めている。

（注）１.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

①　現金・預金及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
②　リース債務
　リース債務の時価については元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定され
　る利率で割り引いて算定する方法によっている。
③　買掛金、未払金、預り金及び未払消費税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

1,4271,427
1,849

(9,464)

―

26

（１）　現金・預金

（２）　売掛金

(3,306)

3,304

(11,848)

（３）　買掛金 (2,685) (2,685)

　　貸借対照表　※1
62,861

差額
-

時価　※1

(32)

13,128

(11,881)

-

3,304

（５）　未払金

（７）　未払消費税等

（６）　預り金

（４）　リース債務 ※2

-

62,861
-13,128

-(9,464)

(3,306)
-(14,260)(14,260)



９　関連当事者との取引に関する注記

上記金額には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定している。
（注）２．水道光熱費等の預りは、市場の実勢価格等を参考にして、毎年度東郷町において決定している。

１０　１株当たり情報に関する注記

(１)  １株当たり純資産額 円 60 銭
(２)  １株当たり当期純利益 円 66 銭

１１　重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

属　性 科　目
会社等の

名称

議決権等の
所有(被所有)

割合

　　　　　千円
10,408

主要株
主

東郷町 直接100％

317,171

水道光熱費
等の預り
（注）２

期 末 残 高

　　　　　千円
202,564

　　　　　千円
　4,594

託児業務
（注）１

　　　　　千円
13,413

売掛金

10,412

　　　　　千円
94,280

預り金

施設管理の
受託（注）１

　　　　　千円
6,857

売掛金

関連当事者
との関係

取 引 金 額

　　　　　千円
1,657

　　　　　千円
―

介護予防業務
（注）１

売掛金

施設管理の
受託

取引の内容








